
む益財回法人　 日本教育む務員弘済会　愛媛支部

奨学事業　高等学校等給付奨学生　Ｓ集Ｓ項

高等学校に朧う生徒を対象とする奨学給付は、公益財団法大日本教育公務員弘済会（欸下 「当

会と いう 。」 ）の定款第４ 粂に定める［青少年の健全な育成に資するため、 有為の生徒に対する

奨学資金の給付］ を行う事業です。 令和 ５年度は下記要項のとおり実施します。

１。 主催　公益財団法人　 日本教育公務員弘済会　本部及び愛媛支部

２。 給付要件

（１）奨学金給付の趣旨

修学意欲があ りながら学資金の支払いが特に困難と認められる者に対して、 返還義務のない

奨学金を給付します。

（２）本事業が求める 生徒像

将来社会の発展に貢献したいと いう 高い志の もと、自 らの夢や 目標を明確に もち、その実現

に［ｆｊ］け学び続ける人

（３）応募（推薦）資格要件

奨学金を 給付する 募集対象者は、次の要件を満たす者 とし ます。

愛媛県内 の高等学校等 に在学し 、修学意欲が あり なが ら学資金の支払い が特 に困難と 懾めら

れる生徒とします。

高等学校等は、高等学校全日制課程 ・同定時制課程・ 同ミ信制諜程、中等教育学校の後期程、

特別支援学校の高等部 （高等特別支援学校を含む）攷び当 会が特に 認め る学校と しま す。

３。 募集人数　ｎＯ 名（各学校２ もＵ、鸚とするが、分校か芻る学校に関しては、 分校の生徒を

４。 給付金額　奨学生一人に対し ５万 口を給付 しま す。

５。 給付期間　 １年に１ 回限 りと します。

６。 交付時期　 ９回 中旬に奨学生本人名義の金融機関口 座に送金 します。

※送金までに各学校において目 録を手交 しま す。

７。 募集期間

令和 ６年 いへ １口　 ～　 令和 ６年 ６万 ３０ 日まで（締りＪ厳 守、 必着）



８。 スケジュール

令和 ６年 ７万丿頃 選考 を行 いま す。

選考結果を支部長から在籍する校長 と本人に通知 しま す。

令和 ６年 ８～９　ｙｘ頃　 目録の手交を行い ます。

令和 ６年 ９肖 中旬　　奨学圭本人名義の蜃融機関口座に送奈します。

令和 ７年 ３Ｊヨｊ 頃まで　 奨学生本人が成果報告書の提出をします。

９。 提ｉ書類

（１）応募時

①給吭奨苛生 申請書

②学校長 の推獸書

③親ルオの所祖証明書

（前年度の源泉徴収票 「写」か確定申告 「ぢ」または納税証明書な ど）

（２）採用決定後 （年 度末 まで に）

①成果報悟書

溺、 提出書類は返却いたしません。

〈個人情報の取扱いについ て〉

・申請書等に記入された個人情報は、選考及び選考結果の通知のために使鴇します。

・成果「大」 容の 一部 を、 ホー ムページや広報誌等で公表する こと があ りま す。

１０．書類提ｍ先

公益財回法大 日本教育公務員弘済会愛媛支部

干７ ９０ －８ ５４５

愛媛県松ＬＬ」市祝谷町１－５－３３

Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０８ ９－ ９３ ２－ ８３ ５８　　 Ｆ　ＡＸ　：　０８ ９－ ９３ ２－ ８３ ５７

Ｅ－ｍａ ｉｌ　 ｅｈ ｉｍｅｏ ｎｉ ｋｋｙｏ ｋｏ．ｏ ｒ． ｊｐ

１１．選考の基準及び選考の手順

（１）選考の基準

①給付の必が性１　を学校長のを氛書等に徴学生にふさ わし い人物である と售覧さ れてい

ること

②給付の必要↑生 ２　 家隹の‾筝殱によ り学費ま弁困難と認め られること

③戛学生Ｒネｍきの修学ニ覓欲 ［自］上心に常み、かつイ薦学意欲が叺じら れる こと



（２）選考の 手順

＜選考ン　支部選考委員会に よる 書類選考

①中獵書等による資格要件の確認

②学費支弁の困難曵の確認

③曁学意欲の確認

①～③の荒台粲」定により 奨俾生候補者として選考し、本售に支ぷ長ぞ１で推あ しま す。

１２ ．結果のミ知 と奨学生の採篦Ｎ大丿定

支部長の推薦を受けミ事長が採Ｈｊ 内定者を決定します。

１３．奨学生の採箆決定

ＪＩ事長は採篦鸚定者から提芭された書類を確縦し、 採ｍを決定します。

その結果については、 支部長を瓏じて校長にその回通知すると とも に、 本人に採鴇決定通知

書を もっ て通知します。

１４．奨学生の採鴇決定後の義務

奨学生は、年度末 まで成果報告書を支部長に提出 しま す。

１５．奨学金の返還と廃止

奨学生が次の事項のいずれかに該当 した とき は、 既に給付 した奨学金の全部又は一部を返還

させ るこ とができ るこ とと し、 欸後の給付を 廃止 しま す。

①奨学金を給イ才 目白りＪスタｔに使ｍ したとき

②昏ちの 申請その他不モな手毀によ って給付を受けた とき

③休学、 転学又は回年のミ［ＸＸが適リＪではないと判断されたとき

④を学する高等学校等で処分をそけ、学籍を失ったとき

⑤その他奨学にと して滴りＪではないと 努』 断された とき

１６．奨学金の併鴇

他の企業 ・団体等 の奨学金 との併用 も凪とし ます。

１７ ．そ の他

Ｅが 採ｙＨ・ 不採鴇のそ包等に つい ては一切回答 しま せん。

※給付奨学事業では所得証明書等の提ちを求めていますが、収入を確認するために利ｍをし

ています。マイナンバー制度による個人番号は必ず隠して振写等を していただく よう お願い

しま す。


